
19年度 20年度

６件 10件

－ 実施

16件 14件

参加 21回

実施 ５回、平均
79％
（89％、
91％、
77％、
52％、
85％）

シンポジウム等の開催回数３回、参
加者の理解度60％以上

目標以上の成
果を達成でき
た

国民とのコミュニケーションを図り、理解度を向上
させることが重要であるため、本目標を設定した。

原子炉の設置許可等に係る安全審査
において、行政庁による審査結果に
ついて専門的・中立的な立場から２
次審査の実施。また、新耐震指針に
基づき、既設原子力施設の耐震安全
性の確認

原子力安全委員会における防災訓練
の実施回数及び行政庁・地方公共団
体が開催する訓練への参加回数20回

目標以上の成
果を達成でき
た

過去の訓練回数から少なくとも20回程度の訓練実施
が必要と考えられるため、本目標を設定した。

安全確保に万全を期すため、過去の調査実績から少
なくとも12件以上の規制調査実施が必要と考えられ
るため、本目標を設定した。

（必要性）
　原子力を利用するに際しては、安全の確保に万全を期すことが前提であることから、原子力の安全規
制においては、規制行政庁が安全規制を行うことに加え、原子力安全委員会がそれを専門的・中立的な
立場からチェックしている（これを「ダブルチェック」体制と称している）。
原子力安全委員会の関与により、安全に関する判断をより公正・確実に行う、あるいは、科学的知見や
国際的な制度の動向等を踏まえた安全規制の適切な見直しを促進することにより、安全規制の信頼性を
維持・向上することが期待されている。

(反映の方向性）
　政策課題は平成20年度から継続しているが、バックチェックの結果として原子力安全委員会が報告に
至ったのは２件であり、残り50件余について集中的に検討を行うとともに、安全審査指針類への最新の
知見の反映に係る検討に重点を置く。
　また、平成22年度概算要求において、第２期原子力安全研究計画に基づく原子力安全研究推進調整事
業、最新知見を踏まえた安全情報の収集及び技術評価事業、合同庁舎４号館被災時における原子力災害
等緊急事態対応能力確保を実施する。

（有効性）
　外部委託調査や国際会議等を通じて最新の科学的知見の収集・整理を実施し、整理した最新知見を踏
まえ、基準・指針類を策定している。また、２次審査や既設原子力施設の耐震安全性の確認（バック
チェック）、規制調査を着実に実施し、規制行政庁に対し答申や見解の提示を行っている。さらに、防
災訓練の実施、シンポジウム等の開催など、有効的に施策を実施している。

（総合的評価）
　原子力利用の安全確保に係る施策については、全体として目標値を達成することができたと評価す
る。

（効率性）
　２次審査において必要に応じ規制行政庁に対し検討の追加を要請する、バックチェックにおいてあら
かじめ留意点を提示する等を通じ、効率的かつ厳正に審査・確認を行っている。また、規制調査の案件
選定にあたっては、安全確保上の重要課題と考えられる点について対象案件としている。さらに、「規
制調査の実施方針について」を改訂し、同方針に基づき規制調査を実施しているなど、効率的に施策を
実施している。
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担当部局名：内閣府 原子力安全委員会事務局

【評価結果の概要】

原子力安全確保政策
施策名

施策の概要

　原子力安全委員会は、「原子力基本法」及び「原子力委員会及び原子力安全委員会設置法」に基づ
き、原子力の研究、開発及び利用に関する事項のうち、安全の確保に関する事項について企画し、審議
し、及び決定することを任務としている。
　具体的な政策としては、まず、原子力施設の設置許可等の際に、規制行政庁の審査結果について２次
審査を行い、意見を述べる。また、設置許可後の建設・運転段階の規制についても定期的に報告を受け
て規制調査を行い、監視・監査する。これらの活動の前提として、最新の科学的・技術的知見を獲得・
蓄積し、必要に応じ基準・指針として整理する。
　また、「原子力災害対策特別措置法」等に基づき、原子力安全委員会は原子力災害発生時において政
府に技術的助言を行う役割があることから、災害発生時に迅速かつ効率的に対応できる体制を整える。
　さらに、情報公開及び社会とのコミュニケーションの推進により、外部の理解促進や外部の意見の把
握に努め、透明性を確保する。

原子力利用の安全確保

【実績評価方式】

施策に関する評価
結果の概要と達成
すべき目標等

規制調査の実施件数12件 目標以上の成
果を達成でき
た

【達成目標、達成状況、実績値、達成目標の設定の考え方】

常に最新の科学的、技術的知見を獲得し、安全確保
の基礎となる知見を蓄積することが必要であるた
め、当該年度で必要とされる見解、指針類等を踏ま
え、本目標を設定した。

原子炉の設置許可等に係る安全審査や原子力施設の
耐震安全性の確認については、行政庁の審査・確認
結果を専門的・中立的観点から適切に確認すること
が必要であるため、本目標を設定した。なお、安全
審査や耐震安全性の確認は、規制行政庁からの諮問
や報告に基づいて実施する施策であるため、目標を
「実施」としている。

達成目標の
設定の考え方

実　績　値達成目標
（平成20年度）

達成状況

目標以上の成
果を達成でき
た

達成できた

安全規制等に係る見解、専門部会等
報告書及び指針類の策定・改訂の件
数６件
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